
14清水町議会だより
令和8年5月185号

第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

只野議員の
一般質問全編

２
月
２
日
、
６
日

に
行
わ
れ
た
町
民

説
明
会
に
つ
い
て
伺
う
。

（
１
）
町
名
変
更
後
の
ふ
る

さ
と
納
税
の
見
通
し
に
つ
い

て
12
月
議
会
で
は
「
寄
附
で

あ
り
、
わ
か
ら
な
い
」
と
の

答
弁
で
あ
っ
た
が
、
町
民
説

明
会
で
は
５
年
で
２
億
円
の

増
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
根
拠
を
伺
う
。

（
２
）
資
料
の
「
商
工
会
、

観
光
協
会
、
農
協
か
ら
も
賛

同
を
得
て
い
る
」
と
の
文
言

は
、
各
団
体
で
ハ
レ
ー
シ

ョ
ン
が
起
き
て
い
る
と
聞
く

が
、ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

（
３
）
清
水
地
区
の
説
明
会

で
、
企
業
や
ス
ー
パ
ー
の
誘

致
の
話
が
あ
り
、
御
影
の
説

問

町名変更に関する町民説明会
でのふるさと納税増の根拠は

制度改正や寄附状況を根拠に期待値を示した町長

（
１
）
５
年

間
で
２
億
円

の
増
加
と
い
う
期
待
値
を
示

し
た
。
根
拠
に
つ
い
て
は
、

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
今
後

の
改
正
内
容
お
よ
び
寄
附
状

況
を
鑑
み
て
、
１
年
に
つ
き

４
千
万
円
の
増
と
決
め
た
。

（
２
）
各
団
体
の
代
表
者
と

の
意
見
交
換
に
お
い
て
前
向

き
な
言
葉
を
い
た
だ
い
て
い

た
こ
と
か
ら
、
賛
同
を
い
た

だ
い
て
い
る
も
の
と
解
釈
し

記
載
し
た
。
説
明
会
後
に
関

係
者
か
ら
組
織
と
し
て
は
決

定
し
て
い
な
い
旨
の
指
摘
を

い
た
だ
き
、
資
料
に
つ
い
て

は
修
正
し
使
用
し
て
い
る
。

（
３
）
任
期
中
に
企
業
誘
致

町
長

計画的な点検と更新を実施している町長

昨
年
、
埼
玉
県
八

潮
市
で
下
水
道
管

の
腐
食
・
破
損
が
原
因
で
道

路
陥
没
事
故
が
発
生
し
、
京

都
市
、
鎌
倉
市
、
長
崎
市
、

所
沢
市
、
横
須
賀
市
で
は
水

道
管
が
破
損
・
破
裂
す
る
事

故
が
起
き
て
い
る
。
清
水
町

に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
対

策
を
講
じ
て
い
る
の
か
伺

う
。 問

全
国
的
に
上

下
水
道
施
設

の
老
朽
化
対
策
の
重
要
性
が

改
め
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

本
町
に
お
い
て
も
計
画
的
な

点
検
と
更
新
を
実
施
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

町
長

上下水道管の破損・破裂対策は

明
会
で
は
資
料
も
追
加
さ
れ

た
が
具
体
的
な
計
画
が
あ
っ

て
の
説
明
で
あ
っ
た
の
か
。

（
４
）
説
明
会
に
参
加
し
、

清
水
町
と
い
う
名
称
に
愛

情
・
愛
着
を
持
っ
て
い
る
町

民
が
多
い
と
感
じ
た
。
住
民

投
票
の
実
施
は
町
を
二
分
す

る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
伺
う
。

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

（
４
）
意
見
が
分
か
れ
る
こ

と
は
必
然
だ
と
考
え
る
。
た

だ
、
何
ら
か
の
方
法
で
方
向

性
は
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
方
法
が
住
民
投
票

で
あ
る
と
考
え
る
。
結
果
を

受
け
入
れ
、
町
全
体
で
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
た
め
、
そ
の
こ
と
を
町

民
へ
伝
え
て
い
く
。

住民説明会の様子

只野 敏彦　議員
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第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

町
民
の
憩
い
の
場

で
あ
り
、
町
外
か

ら
訪
れ
る
観
光
客
も
楽
し
め

る
清
水
公
園
の
整
備
に
つ
い

て
、
町
長
の
考
え
を
伺
う
。

（
１
）
清
水
公
園
を
ど
の
よ

う
な
場
所
に
し
た
い
の
か
。

（
２
）
老
朽
化
部
分
の
更
新

は
進
ん
で
い
る
か
。

（
３
）
昨
秋
閉
店
し
た
飲
食

店
の
営
業
再
開
は
で
き
そ
う

か
。

（
４
）
清
水
公
園
が
道
の
駅

的
な
役
割
を
果
た
せ
な
い

か
。
ト
イ
レ
、
駐
車
場
の
拡

充
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る

か
。

（
５
）
清
水
公
園
整
備
計
画

に
は
体
育
館
跡
地
利
用
が
含

ま
れ
て
い
る
。
基
金
を
温
存

し
、
新
体
育
館
建
設
を
早
め

る
た
め
に
、
御
影
公
民
館
・

支
所
の
建
て
替
え
は
改
善
セ

ン
タ
ー
の
増
改
築
で
実
現
で

き
な
い
か
。

問

観光拠点として整備を進めつつ、イン
フォメーション的な機能や既存施設の
有効利用を検討する

町長

（
１
）
清
水

公
園
は
町
民

の
憩
い
の
場
で
あ
る
と
と
も

に
、
町
の
玄
関
口
に
あ
る
重

要
な
景
勝
地
の
一
つ
で
あ

り
、
観
光
拠
点
と
し
て
も
位

置
付
け
て
い
る
。

（
２
）
計
画
的
に
更
新
や
改

修
を
行
っ
て
お
り
、本
年
度
、

老
朽
化
し
た
木
製
階
段
を
撤

去
し
た
。
池
周
囲
の
護
岸
整

備
等
を
順
次
進
め
て
い
る
。

（
３
）
飲
食
店
の
営
業
再
開

に
つ
い
て
は
事
業
主
と
協
議

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

清水公園の整備を
　どのように考えているか

町
長

（
４
）
飲
食
店
の
今
後
、
体

育
館
移
転
後
の
跡
地
利
用
を

含
め
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ

ン
的
な
機
能
や
既
存
施
設
の

有
効
利
用
を
検
討
し
、
大
き

く
費
用
を
か
け
な
い
中
で
、

再
整
備
基
本
構
想
な
ど
も
参

考
に
し
て
取
り
組
み
を
継
続

し
た
い
。

（
５
）
御
影
公
民
館
・
消
防

署
御
影
分
遣
所
の
実
施
設
計

が
で
き
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

基
金
の
状
況
や
起
債
を
含

め
、
体
育
館
に
つ
い
て
の
検

討
を
始
め
た
い
。

橋本議員の
一般質問全編

春
の
清
水
公
園
の
様
子

橋本 晃明　議員
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第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

川上議員の
一般質問全編

深
刻
な
運
転
手
不

足
に
よ
り
従
来
の

委
託
事
業
の
持
続
可
能
性
が

危
ぶ
ま
れ
る
中
、住
民
の「
交

通
権
」
を
守
る
こ
と
は
最
重

要
で
あ
る
。
特
に
交
通
空
白

地
で
あ
る
御
影
地
区
へ
の
住

民
参
加
型
の
公
共
ラ
イ
ド
シ

ェ
ア
の
導
入
や
、
社
会
福
祉

協
議
会
に
よ
る
既
存
サ
ー
ビ

ス
を
活
用
し
た
帯
広
方
面
の

専
門
病
院
へ
の
移
送
サ
ー
ビ

ス
拡
充
の
ほ
か
、
民
間
委
託

の
限
界
を
鑑
み
、
ス
ク
ー
ル

バ
ス
や
除
排
雪
、
高
齢
者
へ

の
給
食
配
送
、
町
民
バ
ス
な

ど
を
町
が
一
体
的
に
管
理
す

る
「
直
営
・
複
合
管
理
体
制
」

へ
の
移
行
と
災
害
対
応
力
強

化
に
つ
い
て
伺
う
。

問

持続可能な共生型地域交通体系
と公共交通の今後を問う

公共ライドシェアを念頭に調査を進める
スクールバス直営化は慎重に判断していく町長

ラ
イ
ド
シ
ェ

ア
導
入
に
関

し
て
は
、
自
治
体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ

が
主
体
と
な
る
「
公
共
ラ
イ

ド
シ
ェ
ア
」
を
念
頭
に
、
タ

ク
シ
ー
事
業
者
と
の
意
見
交

換
や
他
地
域
の
調
査
を
進
め

て
い
き
た
い
。
ま
た
、
通
院

支
援
に
つ
い
て
は
社
会
福
祉

協
議
会
へ
の
委
託
や
清
水
高

校
通
学
バ
ス
の
活
用
に
よ
り

維
持
を
図
っ
て
お
り
、
今
後

も
実
態
に
即
し
た
支
援
を
検

討
し
て
い
く
。
な
お
、
ス
ク

ー
ル
バ
ス
等
の
直
営
化
は
、

民
間
育
成
や
コ
ス
ト
増
の
観

点
か
ら
慎
重
に
判
断
す
べ
き

と
考
え
る
。

町
長

民間主体を基本としつつ、関係機関との連携を強化し
事業運営していく

町長

人
手
不
足
や

移
動
コ
ス
ト

の
増
大
に
よ
り
事
業
運
営
が

厳
し
い
状
況
に
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
供

給
低
下
は
在
宅
生
活
の
継
続

を
困
難
に
す
る
重
大
な
課
題

で
あ
る
。
ま
ず
は
民
間
主
体

の
サ
ー
ビ
ス
維
持
を
基
本
と

し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
公

設
民
営
や
直
営
の
事
例
も

参
考
に
し
な
が
ら
、
関
係
機

関
と
の
連
携
を
強
化
し
て
い

く
。
介
護
人
材
の
確
保
に
つ

い
て
は
、
資
格
取
得
費
用
の

助
成
に
加
え
、
町
独
自
の
支

援
策
や
外
国
人
材
の
受
け
入

れ
に
つ
い
て
も
、
財
政
負
担

や
他
職
種
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

考
慮
し
つ
つ
、
総
合
的
に
検

討
し
て
い
き
た
い
。

町
長

本
町
の
訪
問
介
護

事
業
は
民
間
事
業

者
の
撤
退
が
相
次
ぎ
、
町
外

業
者
に
依
存
す
る
不
安
定
な

現
状
に
あ
る
。
住
民
が
住
み

慣
れ
た
地
域
で
最
期
ま
で
暮

ら
す
た
め
の
柱
で
あ
る
「
在

宅
介
護
」
を
ど
う
守
る
の

か
、
今
後
の
供
給
停
止
の
リ

ス
ク
に
対
し
、
車
両
費
や
燃

料
代
、
各
種
手
当
の
新
設
と

い
っ
た
町
独
自
の
緊
急
支
援

の
実
施
、
さ
ら
に
は
「
公
設

民
営
」
や
「
直
営
」
に
よ
る

事
業
展
開
の
必
要
性
と
、
介

護
従
事
者
へ
の
家
賃
補
助
や

就
業
手
当
の
新
設
、
外
国
人

労
働
者
の
採
用
・
定
着
に
向

け
た
日
本
語
教
室
の
開
催
な

ど
、
踏
み
込
ん
だ
人
材
確
保

策
の
考
え
を
伺
う
。

問

訪問介護サービスを中心とした持続可能な
在宅介護体制を問う

川上　均 議員




